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消費者事故について公表・注意喚起、広報、啓発

支援

・消費生活センターの設置の
促進、機能の拡充・強化等

内閣総理大臣

・重要事項の調査審議、意見具申
・ 内閣総理大臣に対し意見
（内閣総理大臣から各省大臣に措置要求等）

消費者政策担当大臣

○消費者問題に関する情報を一元
的に集約し、調査・分析

○消費者行政の司令塔として、各
省庁に対し、勧告、監視

○各省庁の縦割りを超えて幅広い
分野を対象に新法を企画立案

○「表示」「取引」「安全」の分野など
消費者に身近な問題を取扱う法
律を所管し、企画立案、調査・執
行まで一貫して行う

○消費者安全法案に基づき、いわ
ゆるすき間事案に迅速に対応

情報
(重大事故は直ちに）

消費者の提案

指導啓発・取組支援

地方の提案
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・相談員等への研修
・商品テスト
・裁判外紛争解決 等

情報
（重大事故は直ちに）
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消費者政策委員会

消費者庁
＊内閣府の外局として設置
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